
議案第48号 

 

読谷村放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

読谷村放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例（令和元年読谷村条例第21

号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条の表に次のように加える。 

古堅学童クラブ 読谷村字楚辺999番地１ 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日より施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の読谷村放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

第４条の規定による指定管理者の指定その他当該指定に関し必要な行為は、この

条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

 令和４年９月28日提出 

読谷村長 石 嶺 傳 實 

 


